
情報公開請求の手順 
 
①	
 まず、次のアドレスにアクセスして下さい。 
 
http://www.pref.nagasaki.jp/johokokai/about/003.html 
 
②	
 開示請求をクリックして下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③	
 個人用ログインへをクリックして下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



④	
 ユーザ登録をクリックして下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④	
 必要事項を記入して、 

登録をクリックして下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
⑤	
 確定をクリックして下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑤	
 ユーザ IDとパスワードをメモしてから、ログインへをクリックして下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



⑥	
 ユーザ IDとパスワードを入れて、ログインへをクリックして下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑦	
 公文書開示請求書を選択してから（選択するとグレーのハイライト表示になります）、 
新規申請処理をクリックして下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



⑧	
 申請処理を行うをクリックして下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑨	
  電話番号、ファックス番号、 
を入力し、 
公文書の名称又は内容の欄には 
「あなたが知りたい事」を具体的次のページの文章（青字の全て） 
に記載します。 
（例えば次のページの青字文章） 
もし、具体的な書類が何なのか、 
よく分からないときは大雑把な 
記載でも構いません。請求を受け 
た役所が、その書類を特定するか 
、あるいはあなたに質問して請求 
されているものを探すことになり 
ます。 
 

	
 	
 3. 文書又は図面の欄は、 
	
 	
 「写しの交付」をチェックし、 
 
	
 	
 4. 電磁的記録の欄は、 
	
 	
 「用紙等に出力したものの交付」と「複写したテープ・ディスクの交付」をチェック。 
 
	
 	
 5. 交付方法の欄は、「郵送による交付」をチェック。最後に入力完了をクリック。 



 
【今回の事件について、県立大学内でどのように懲戒処分を決めたのかを知りたいときの記載方法】 

 
 
長崎県公立大学法人が行った久木野教授に対する懲戒処分について、長崎県立大学および長崎県立

大学法人内において、話し合われた全ての会議や打ち合わせ（理事会、評議会、委員会、事務打ち

合わせを含む各種打ち合わせ）に関する議事録と会議資料あるいは関連メモ類、およびそれらの電

磁的記録の全て。 

 
 

 
 
【今回の事件について、県立大学が裁判で使った経費を知りたいときの記載方法】 

 
 
長崎県公立大学法人が行った久木野教授に対する懲戒処分について、大学は 6回も敗訴して多額の

慰謝料などを支払うように命じた最高裁判決が確定したと報道されています。 
長崎県公立大学法人がこれら 6つの裁判に投じた経費を公開するよう求めます。つまり、 
①	
 裁判費用。 

②	
 弁護士報酬（委託料など報酬の全て。もし、顧問弁護士が対応しているなら顧問料の相当分

および裁判委任報酬の全て）。 
③	
 関連経費。 

④	
 大学法人事務職員がこれら裁判に対応した作業（打ち合わせ等を含む全ての作業）に費やし

た人数と各自の総時間数、およびこれに相当する賃金の合計。具体的には、久木野教授に対

する処分・裁判に関係する事務（以下、「本件事務」という。）に費やされた事務職員の労務

費の合計を裏付ける下記の公文書。 
を開示するよう求めます。 

 
記  

 
	
 a ）懲戒処分があった年の年度初めである２００９年４月１日から２０１３年７月２０日までの、

「本件事務」に携わった事務職員の「時間外勤務命令書（ないしはそれに準ずる書類）」お

よびその電磁的記録の全て、「時間外勤務に関する事後的な報告書（ないしはそれに準ずる

書類）」およびその電磁的記録の全て。また、「本件事務」に携わった各事務職員の給料表に

おける号給と職務の級、ならびに「本件事務」に携わった時間の合計。さらに、長崎県公立



大学法人における時間外勤務命令について記載のある規定・細則等規則の全て。 

	
 b ）２００９年４月１日から２０１３年７月２０日までの、「本件事務」に携わった事務職員の
「職員個人が記録する業務日誌（ないしはそれに準ずる書類）」およびその電磁的記録の全

て、「事務職員の事務を統括する部局の長が所属事務員の業務を把握して記録した業務記録

（ないしはそれに準ずる書類）」およびその電磁的記録の全て。また、「本件事務」に携わっ

た各事務職員の給料表における号給と職務の級、ならびに「本件事務」に携わった時間の合

計。さらに、長崎県公立大学法人における事務職員の労働時間管理について記載のある規

定・細則等規則の全て。 
	
 c ）２００９年４月１日から２０１３年７月２０日までの、「本件事務」に携わった事務職員の

「管内旅行命令簿（ないしはそれに準ずる書類）」およびその電磁的記録の全て、「車輌の使

用簿（ないしはそれに準ずる書類）」およびその電磁的記録の全て。また、「本件事務」に携

わった各事務職員の給料表における号給と職務の級、ならびに「本件事務」に携わった時間

の合計。さらに、長崎県公立大学法人における管内旅行命令簿（ないしはそれに準ずる書類）

について記載のある規定・細則等規則の全て。 
	
 d ）その他、「本件事務」に携わった「事務職員の勤務状況を記録した全ての書類（ないしはそ

れに準ずる書類）」およびその電磁的記録の全て、と「事務職員の勤務について記載のある

規定・細則等規則の全て」。 


